
 
 
 
 
 
 

受給資格 老齢基礎年金の受給資格（保険料納付済期間＋保険料免除期間＋合算対象期間＝10 年以上）があ

り、かつ、厚生年金の加入期間（ただし、65 歳前は 1 年以上）があること 

報酬比例額 A（平成 15 年 3 月までの分）と B（平成 15 年 4 月以降の分）の合計額 

A：平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成 15 年 3 月までの加入月数 

B：平均標準報酬額×5.481/1,000×平成 15 年 4 月以降の加入月数 

定額部分額 

（Ｒ６年度） 

1,701（1,696）円×生年月日に応じた率×厚生年金加入期間（生年月日により上限月異なる） 

※（ ）内は昭和 31 年４月 1 日以前生まれ 

支給開始時期 男性     女性    60 歳   61 歳   62 歳   63 歳   64 歳   65 歳 

     老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

 

     老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

 

     老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

 

     老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

 

     老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

 

     老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

 

     老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

 

     老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

※共済年金の受給開始年齢は、性別の区別なく上記の男性に同じ（一部例外あり） 

 
 
 
 
 

障害特例・ 

長期特例 

障害の状態にある、もしくは被用者年金加入月数が 44 年以上あることによって、定額部分が

受給開始時期よりも早く支給されるようになり、対象となる配偶者または子がいれば加給年金

が支給される。ただし、厚生年金加入中は除く。 

障害の状態 障害等級 3 級以上の状態にあること（保険料納付要件は問わない） 

長期の要件 

厚生年金の加入期間のみで 44 年以上あること 

※厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合算した月数を合わせて 44 年以上になって

も、対象にはならない。 

加給年金と 

振替加算 

 

被用者年金加入月数が 20 年以上ある者が 65 歳に達したときに、対象となる配偶者または子

がいれば加給年金が支給される。ただし、配偶者が老齢厚生年金（被用者年金加入月数 240 月

以上）、障害厚生年金または障害基礎年金を受けることができるときは、その間、支給停止とな

る。      ※被用者年金加入月数＝厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合算した月数 

〔事例〕夫（昭和 33 年 4 月 2 日生まれ）の厚生年金加入期間：20 年以上 

妻（昭和 35 年 4 月 2 日生まれ）の厚生年金加入期間：20 年未満 

 

      夫 63 歳      夫 65 歳 

 

  老齢厚生年金 

  老齢基礎年金 

          妻 62 歳            妻 65 歳 

   老齢厚生年金 

   老齢基礎年金 

 

※妻が年上の場合は、配偶者加給金の支給はされず、夫 65 歳時から妻に振替加算が支給される 

【加給年金対象者】 

配偶者 65 歳未満の配偶者 

子 18 歳到達年度の末日までの子、または１級・２級の障害状態にある 20 歳未

満の子 
 

【振替加算額（Ｒ６年度）】 

配偶者の生年月日 年 額 配偶者の生年月日 年 額 

S28.4.2～S29.4.1 65,548 円 S33.4.2～S34.4.1 34,516 円 

S29.4.2～S30.4.1 59,227 円 S34.4.2～S35.4.1 28,176 円 

S30.4.2～S31.4.1 53,14１円 S35.4.2～S36.4.1 21,836 円 

S31.4.2～S32.4.1 46,960 円 S36.4.2～S41.4.1 15,732 円 

S32.4.2～S33.4.1 40,620 円 S41.4.2～ 加算なし 

※配偶者（振替加算が加算される者）の生年月日により金額が決まっている。 

 

S20.4.2 

～S22.4.1 生

S25.4.2 

～S27.4.1 生

S22.4.2 

～S24.4.1 生 

S27.4.2 

～S29.4.1 生 

S24.4.2 

～S28.4.1 生 

S29.4.2 

～S33.4.1 生 

S28.4.2 

～S30.4.1 生 

S33.4.2 

～S35.4.1 生 

S30.4.2 

～S32.4.1 生 

S35.4.2 

～S37.4.1 生 

S32.4.2 

～S34.4.1 生 

S34.4.2 

～S36.4.1 生 

S36.4.2～生 

S37.4.2 

～S39.4.1 生 

S39.4.2 

～S41.4.1 生 

報酬比例部分 

報酬比例部分 

老齢年金 

老齢厚生年金 

年金 

５ 

S41.4.2～生 

報酬比例部分 

報酬比例部分 

定額部分 

定額部分 

配偶者加給金 

報酬比例部分 

振替加算 

報酬比例部分 

報酬比例部分 

報酬比例部分 

報酬比例部分 

※配偶者加給金額：408,100 円/年 

※子の加給年金額： 

 １人目・２人目 234,800 円/年 

 ３人目以降 78,300 円/年 


